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私
が
三
好
市
長
に
就
任
し
て

か
ら
、
早
い
も
の
で
8
年
の
歳

月
が
過
ぎ
ま
し
た
。
こ
の
た
び
、

7
月
23
日
の
任
期
満
了
を
も
っ

て
、
市
長
を
退
任
い
た
し
ま
す
。

　
市
長
就
任
以
来
、
政
治
信
条

で
あ
り
ま
す
「
市
民
の
、
市
民

に
よ
る
、
市
民
の
た
め
の
行
政
」

を
基
本
と
し
て
、
市
民
感
覚
、

市
民
目
線
を
大
切
に
「
三
好
市

に
生
ま
れ
て
よ
か
っ
た  

住
ん
で

よ
か
っ
た  

住
み
続
け
た
い
」
と

い
わ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

に
全
身
全
霊
で
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
し
た
。

　
地
方
創
生
と
い
う
大
き
な
流

れ
の
な
か
、
２
０
１
７
年
に
日

本
で
初
め
て
の
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
世

界
選
手
権
を
、
２
０
１
８
年
に

は
ア
ジ
ア
で
初
め
て
の
ウ
ェ
イ
ク

ボ
ー
ド
世
界
選
手
権
大
会
を
開

催
し
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
を

と
お
し
て
、
三
好
市
の
名
前
を

世
界
に
と
ど
ろ
か
す
こ
と
が
で

き
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
他
に
も
、
人
口
減
少
問
題
、

教
育
・
子
育
て
施
策
、
福
祉
施

策
と
本
市
が
抱
え
る
課
題
に
力

を
注
い
で
ま
い
り
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
は
行
財
政
の
健
全
化

を
図
り
、
２
０
１
３
年
の
就
任

時
に
３
８
４
億
円
あ
っ
た
市
の

借
金
は
、
２
０
１
９
年
度
決
算
で

３
２
５
億
円
ま
で
削
減
し
、
あ
わ

せ
て
基
金
の
残
高
は
64
億
円
増
加

い
た
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
成
果

は
、
将
来
の
世
代
に
大
き
な
負
担

を
残
さ
な
い
行
政
運
営
に
繋
が
る

も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
任
期
中
に
は
、
大
規
模
な
災
害

や
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
へ
の
対
応
な
ど
困
難
に
も
直
面

い
た
し
ま
し
た
が
、
市
民
の
皆
さ

ま
を
は
じ
め
、
各
関
係
機
関
の
ご

支
援
や
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が

ら
、
三
好
市
が
一
体
と
な
っ
て
課

題
の
解
決
に
取
り
組
む
こ
と
が
で

き
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
8
年
間
、
深
い
ご

理
解
と
温
か
い
ご
支
援
に
よ
り
、

支
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
す
べ
て

の
皆
さ
ま
に
、
心
よ
り
感
謝
と
お

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
退
任
後
は

ひ
と
り
の
市
民
と
し
て
関
わ
り
な

が
ら
、
ふ
る
さ
と
三
好
市
の
発
展

を
見
守
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

　
終
わ
り
に
、
三
好
市
の
更
な
る

発
展
と
皆
さ
ま
の
ご
多
幸
を
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
し
て
、
退
任
の
ご

挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

黒川市長 退任ごあいさつ
駆け抜けた 2 期 8 年、皆さまの温かいご支援を
いただき本当にありがとうございました。



【表1】 一部負担金の割合の判定方法について
1割負担となる方

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が 145 万円未満
3割負担となる方

世帯構成 被保険者が
１人の場合

被保険者が
2 人以上の場合

住民税
課税所得 145 万円以上 145 万円以上の

被保険者がいる

総収入の
合計額

383 万円未満は 1 割
（要申請）

520 万円未満は 1 割
（要申請）

383 万円以上は 3 割 ※ 520 万円以上は 3 割
※ 70歳以上 75歳未満の方（後期高齢者医療制度の被保険者以外）がいる
場合、その方 と々の総収入の合計額が 520万円未満の場合は 1 割（要申請）

　
現
在
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
有
効
期
限
が
令
和

３
年
7
月
31
日
と
な
っ
て
い
る
オ
レ
ン
ジ
色
の

「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」
を
1

人
に
1
枚
お
渡
し
し
て
い
ま
す
。

　
7
月
中
に
有
効
期
限 
令
和
４
年
7
月
31

日
と
記
載
さ
れ
た
新
し
い
被
保
険
者
証
《
む

ら
さ
き
色
》
を
お
届
け
し
ま
す
。

　
令
和
３
年
8
月
1
日
か
ら
令
和
４
年
7

月
31
日
ま
で
の一
部
負
担
金
の
割
合
（
1
割

ま
た
は
3
割
）
は
、
令
和
２
年
中
の
所
得
に

基
づ
き
、改
め
て
判
定
し
ま
す
。（
表
1
参
照
）

　
8
月
1
日
以
降
は
、
古
い
被
保
険
者
証
は

使
え
ま
せ
ん
の
で
、
受
診
の
際
は
有
効
期
限

を
確
認
し
、
お
間
違
え
の
な
い
よ
う
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

新被保険者証

後期高齢者医療被保険者証
有効期限　令和 3 年 7 月31日
交付年月日　令和 　年　月　日

被保険者証番号
　 住　　 所
　 氏　　 名
　 生 年 月 日
資格取得年月日
交 付 年 月 日
一部負担金の
割合

保 険 者 番 号
並 び に 保 険
者 の 名 称 及
び 印

被
保
険
者

徳島県
後期高齢者医療広域連合 印

ご確認ください
新しい被保険者証の有効期限は
令和４年7月31日です

　
新
し
い
被
保
険
者
証
の
裏
面
に
は
、
臓

器
提
供
意
思
表
示
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
臓
器
移
植
に
関
す
る
啓
発

や
知
識
を
深
め
る
た
め
で
す
。

　
臓
器
移
植
と
は
、
病
気
や
事
故
に
よ
り

臓
器
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
方
に
他
の
方

の
健
康
な
臓
器
を
移
植
し
、
機
能
を
回
復

さ
せ
る
医
療
で
す
。
臓
器
提
供
の
意
思
表

示
は
自
分
の
意
思
で
決
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
意
思
表
示
欄
記
入
後
も
意
思

の
変
更
が
で
き
ま
す
。

　
臓
器
提
供
に
つ
い
て
よ
く
考
え
、
家
族

と
よ
く
話
し
合
い
、
意
思
表
示
欄
の
記
入

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
な
お
、
意
思
表
示

欄
へ
の
記
入
は
任
意
で
あ
り
、
義
務
付
け

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。※ 記入後に個人情報保護シールを貼り付けること

により、記入内容を他の人に知られないように
することができます。このシールは被保険者証
同封パンフレット「臓器提供の意思表示にご
協力ください」に付いています。ご記入はボー
ルペン等の消えないペンをご使用ください。

① 自分の意思に合う番号を選択
自分の意思に合う番号を１から３
までの中からひとつだけ選んで○
をしてください。
② 提供したくない臓器の選択
１または２を選んだ方で提供したく
ない臓器があればその臓器に×
をつけてください。
③ 特記欄への記載について
１または２を選んだ方で、皮膚・
心臓弁・血管・骨などの組織も
提供してもいい方は、すべて」あ
るいは「皮膚」「心臓弁」「血管」

「骨」などと記入できます。親族
に優先して臓器提供をしたい方は

「親族優先」と記入できます。
④ 本人署名・家族署名について
本人の署名および署名年月日を
自筆で記入してください。また家
族署名欄には、この意思表示
欄の記入を知っている家族がそ
の確認のために署名してください。

（家族署名欄の署名がなくても
意思表示は有効です）

注　意　事　項
保険医療機関等において診療を受けようとすると
きには、必ずこの証をその窓口で渡してください。 

備　　考
※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に
関する意思を表示することができます。記入する
場合は、1 から3までのいずれかの番号を○で
囲んでください。
1  私は、脳死後及び心臓が停止した死後のい

ずれでも、移植の為に臓器を提供します。
2  私は、心臓が停止した死後に限り、移植の

為に臓器を提供します。
3  私は、臓器を提供しません。

≪ 1 又は 2を選んだ方で、提供をしたくない臓
器があれば、×をつけてください。≫

【心臓 ・ 肺 ・ 肝臓 ・ 腎臓 ・ 膵臓 ・ 小腸 ・ 眼球】
〔特記欄 :                                                     〕

　署名年月日:　　年　　月　　日
    本人署名（自筆）:
　家族署名（自筆）:  

臓
器
提
供
の
意
思
表
示
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

三
好
市
保
険
医
務
課
（
☎
７
２
❘
７
６
１
３
）

８
月
は
保
険
証
の
定
期
更
新
月
で
す

　
保
険
料
の
算
定
基
礎
と
な
る
前
年
の
所
得
が
確
定

後
、
年
額
保
険
料
と
納
付
方
法
の
お
知
ら
せ
を
お
送

り
し
ま
す
。

　
令
和
3
年
度
の
保
険
料
が
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ

て
い
る
方
は
、
4
月
分
か
ら
8
月
分
ま
で
は
仮
徴
収

と
し
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
納
付
書
に
よ
り
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ

く
方
に
は
、
お
知
ら
せ
に
納
付
書
を
同
封
し
て
お
送

り
し
ま
す
。
納
付
方
法
は
前
年
か
ら
変
更
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ
は
必
ず
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

ま
で
は
「
区
分
Ⅱ
」
の
認
定
証
の
交
付
を
受
け

て
い
る
期
間
の
入
院
日
数
に
限
り
ま
す)

ご
注
意
く
だ
さ
い

窓
口
に
入
院
日
数
届
書
を
提
出
し
て
長
期
入

院
該
当
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
と
、
標
準
負

担
額
の
減
額
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
長
期
入
院

該
当
は
申
請
の
翌
月
か
ら
の
適
用
と
な
り
ま
す

が
、
申
請
日
か
ら
月
末
ま
で
の
食
事
療
養
費
に

つ
い
て
は
、
差
額
支
給
申
請
を
す
る
と
、
標
準

負
担
額
の
差
額
を
払
い
戻
し
ま
す
。

　
現
在
お
持
ち
の
減
額
認
定
証
は
、
有
効
期
限

が
令
和
３
年
7
月
31
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
令
和
２
年
度
の
減
額
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

で
、
令
和
３
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
に

は
、
8
月
1
日
以
降
に
使
用
可
能
な
減
額
認
定

証
を
7
月
末
ま
で
に
お
届
け
し
ま
す
。

　
減
額
認
定
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
負
担
区
分

が
「
区
分
Ⅱ
」
の
方
で
、
過
去
12
か
月
間
に
90

日
を
超
え
る
入
院
を
さ
れ
た
場
合
は
、
申
請
に

よ
り
食
事
療
養
費
の
標
準
負
担
額
が
さ
ら
に
減

額
さ
れ
ま
す
。(

た
だ
し
、
令
和
2
年
9
月
末

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
（
薄
い
紫
色
）を
お
持
ち
の
方
へ

令
和
３
年
度
の
保
険
料
決
定
通
知
書
を

8
月
初
旬
に
お
送
り
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療

限
度
額
適
用
認
定
証

（
灰
色
）
を
お
持
ち
の
方
へ

　
現
在
お
持
ち
の
認
定
証
は
、
有

効
期
限
が
令
和
３
年
7
月
31
日
と

な
っ
て
い
ま
す
。
令
和
２
年
度
の
認

定
証
を
お
持
ち
の
方
で
、
令
和
３
年

度
も
所
得
区
分
が
「
区
分
Ⅰ
・
Ⅱ
」

に
該
当
さ
れ
る
方
に
は
、
7
月
末
ま

で
に
8
月
1
日
以
降
に
使
用
可
能

な
認
定
証
を
お
届
け
し
ま
す
。

　
更
新
申
請
書
の
提
出
は
不
要
で
す
。

三
好
市
職
員
採
用
試
験

２
０
２
２
年
度
採
用
予
定

三
好
市
職
員
採
用
試
験

未
来
を
、創
る

採用予定職種・人員等
市のホームページまたは募集要項にてご確認ください。

申込用紙の請求方法
直接受け取る場合
平日の8:30～ 17:15に三好市役所3階秘書人事課または、
各支所窓口で受け取ってください。
郵便で請求する場合
封筒の表に「職員採用試験申込書請求」と朱書きし、宛名
を明記した返信用封筒（角型2号で140円分の切手を貼付
したもの）を同封しご請求ください。
ホームページからダウンロードする場合
A4サイズ白色用紙に黒字で印刷してください。

申込期間　7月14日～8月6日
郵便の場合は書留郵便でご送付ください。(当日消印有効）
その他、注意点もありますので申し込む際は募集要項をご確
認ください。
身体の障害等のため、試験会場で車いすを使用するなどの配慮
が必要な方は事前にお申し出ください。

お申し込み・お問い合わせ先
〒778-8501
三好市池田町シンマチ1500番地2

三好市役所　総務部秘書人事課
☎︎72-7624
詳しくはホームページをご覧ください。
メールによるお問い合わせには応じかねます。

一次試験　9月19日（日）　
　　　　　池田総合体育館
申込期間　7月14日～8月6日
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三好市オリジナル

               を創ろう

　市民の健康増進およびスポーツ振興や
スポーツを通じた地域活性化を目的とし
た新たなスポーツ「ゆるスポーツ」を創り
ます。世界ゆるスポーツ協会監修のもと、
三好市ならではの新しいスポーツを一緒
に考えてくれる方を募集します。詳細は三
好市ホームページをご覧ください。

実施期間　
8 月上旬～ 2022 年 1 月（計 4 回）
※実施日は参加者の都合に配慮し決定します

定員　
最大 20 名　定員超過の場合、申込書
により事務局で選考します

申込資格
市内の学校に在学中の小学校 4 年生以
上の方、または市内に住所を有する方

申込期限
7 月 26 日（月）17:00 必着

提出先　三好市教育委員会社会教育課
              ☎72-3900

介護保険施設における食費・居住費の負担限度額
介護保険施設入所者やショートステイ利用者の食費・居住費の助成制度が変わります

段　階 対　象　者 保険料の調整額
保険料（年額）

第 1段階
生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者また
は前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が 80万円以下の方

基準額× 0.3
22,320円

第 2段階
世帯全員が住民税非課税で第１段階以外の方で、前年の合計所得金額
と課税年金収入額の合計額が 80万円超 120万円以下の方

基準額× 0.5
37,200円

第 3段階 世帯全員が住民税非課税で上記以外の方 基準額× 0.7
52,080円

第 4段階
世帯の誰かが住民税課税になっているが、本人非課税で前年の合計所
得金額と課税年金収入額の合計額が 80万円以下

基準額× 0.9
66,960円

第 5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人非課税で上記以外の方 基準額
74,400円

第 6段階 住民税本人課税で、合計所得金額が 120万円未満の方 基準額× 1.2
89,280円

第 7段階 住民税本人課税で、合計所得金額が 120万円以上 210万円未満の方 基準額× 1.3
96,720円

第 8段階 住民税本人課税で、合計所得金額が 210万円以上 320万円未満の方 基準額× 1.5
111,600円

第 9段階 住民税本人課税で、合計所得金額が 320万円以上の方 基準額× 1.7
126,480円

令
和
3
年
度
か
ら
令
和
5
年
度（
第
8
期
）
の
65
歳
以
上
の
方
の

介
護
保
険
料
が
、
左
の
表
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

8月1日から

変わります

補足給付の預貯金要件の見直し
年金収入等 R3年 7月まで R3年 8月から

年金収入等 80万円以下 預貯金額
単身 1,000万円
夫婦 2,000万円

単身 650万円夫婦 1,650万円
年金収入等 80万円〜 120万円 単身 550万円夫婦 1,550万円
年金収入等 120万円超 単身 500万円夫婦 1,500万円

食費の負担限度額の見直し

年金収入等
施設入所者 ショートステイ利用者

見直し前 見直し後 見直し前 見直し後
年金収入等 80万円以下 390円 390円 390円 600円
年金収入等 80万円〜 120万円 650円 650円 650円 1,000円
年金収入等 120万円超 650円 1,360円 650円 1,300円

　
長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
の
低
所
得
の
子

育
て
世
帯
を
支
援
す
る
た
め
、
子
育

て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
を
支

給
し
ま
す
。

支
給
額

児
童
一
人
あ
た
り
　
　
　
一
律
5
万
円

「
児
童
」
と
は
、
令
和
3
年
3
月
31

日
時
点
で
18
歳
未
満
の
子（
障
害
児

に
つ
い
て
は
20
歳
未
満
の
方
）

 ? 「ゆるスポーツ」とは
年齢・性別・運動神経に関わらず
誰もが楽しめるスポーツ

  勝ったら嬉しい、負けても楽しい
  多様な楽しみ方ができるスポーツのこと

介
護
保
険
料
が
決
定
し
ま
し
た

お問い合わせ先  みよし広域連合介護保険センター ☎ 76-0030

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

    
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

◉
一
人
の
児
童
に
対
し
て
、
重
複
し

て
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

重
複
受
給
や
年
度
途
中
の
所
得
更

生
で
非
課
税
か
ら
課
税
に
な
っ
た

場
合
は
、
支
給
額
を
返
還
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

◉
令
和
2
年
中
の
住
民
税
申
告
が
必

要
で
す
。

本年3月末時点で16歳以上18歳未
満の児童の養育者で所得の高い方が、
本年度分住民税均等割が非課税の方（来
年2月末までに生まれる新生児を含む）

給付対象者です
申請は不要

はい

支給済みです

はい

支給される可能
性があります
申請してください

はい

支給されます
申請してください

はい

支給される可能
性があります
申請してください

はい

ひとり親世帯ですか？

本年4月分の児童扶養
手当を受給しましたか？

はい

本年4月分の児童手当または特別児童
扶養手当受給し、本年度分の住民税均
等割が非課税でしたか？

いいえ

いいえ

公的年金等を受給してい
る、または新型コロナウ
イルス感染症の影響で家
計が急変し、収入が児童
扶養手当を受給している
方と同じ水準となった？

いいえ

支給されません

いいえ

新型コロナウィルス感染症の影響で家
計が急変し、本年度分の住民税均等割
が非課税の方と同様の事情にあると認
められる方ですか？

いいえ

支給されません

いいえ

申
請
期
限

8
月
1
日
〜
令
和
4
年
2
月
28
日

令
和
4
年
2
月
16
日
〜
2
月
28
日
出

生
の
方
は
、
同
年
3
月
15
日
ま
で
受
け

付
け
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先

三
好
市
子
育
て
支
援
課

☎
７
２
　
７
６
４
８

観音寺市

投稿内容や方法など、詳しくは観音寺市ホームページを確認してくだ
さい。皆さんの応募をお待ちしています。
賞品優秀賞（５名）

観音寺市の特産品 5,000円相当　　
観音寺市マスコットキャラクター銭形くんグッズ

応募期限　７月 31日
　投稿写真は４月１日以降撮影分から有効
　  観音寺市ふるさと活力創生課
　  0875-23-7803

インスタグラムフォトキャンペーン

#かんおんじフォト
２０２１夏

四国中央市

全国の高校生が、６分間という限られた時間の中で「書の美」と「演
技の美」を競います。今年は一般の方の入場はできませんが、ぜ
ひオンラインでお楽しみください。
コスモステレビ
配信日時　7月 25日 9:00

　書道パフォーマンス甲子園実行委員会事務局
　0896-28-6037

第 14回

書道パフォーマンス
甲子園 第 12回大会優勝校  松本蟻ケ崎高校

前回最優秀賞  ＠ minori_73

四 国 ま ん な か

夏のイベントガイド

☎︎

☎︎

問

問

ゆるスポーツゆるスポーツ  
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